
� （消費者センター　☎096-353-2500）

熊本市アピアランスケア推進事業を拡充します！
（ウィッグや胸部補整具等の購入費助成）

はじめよう！デコ活 ～脱炭素につながる新しい暮らし～

がんにり患された方が、治療を続けながら社会参加等を継続するための支援として、がんの治療に伴うアピアランス（外見）の変化に対処
する目的で購入したウィッグや胸部補整具等の購入費用の一部を助成します。
令和７年４月から、胸部補整具の対象品目の追加や上限額を変更しました。

地球温暖化対策が必要です！
近年の異常気象は、二酸化炭素などの温室効果ガスが増え過ぎた

ことによる地球温暖化が原因といわれています。
本市では、地球温暖化を防止するため、「2050年カーボンニュー
トラル」（温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること）の実現に向
けた取り組みを推進しています。
脱炭素につながる活動「デコ活」への取り組みにご協力をお願い
します。

省エネルギー機器等導入推進事業補助金のお知らせ
省エネ性能が高い製品等の購入に対する補助を行います。
※補助金は全て先着順です。予算枠に達した時点で終了しますので、早めの申請をお願いします。

「デコ活」の取り組み例
● 家電（エアコンやテレビ）の使用時間を減らす
● 省エネ家電・設備に買い替える
● 省エネ住宅や再生可能エネルギーを導入する
● �環境にやさしい移動手段（自転車・公共交通機関・次世代自動
車）を選ぶ

● 時間帯指定や宅配ボックスを活用して宅配便の再配達を減らす

●省エネ家電（冷蔵庫・冷凍庫・エアコン）…2万円（500件） ※受け付け中。
※個人が熊本市内に所在する店舗で購入した、一定の多段階評価点（★の数）を満たす製品が対象です。
�
5月12日（月）から受け付け開始
● 省エネ設備への更新（事業者向け）…対象経費の3分の1（下限20万円～上限100万円）（予算1,500万円）
　※事業所で既設の設備（業務用エアコン、LED照明器具など）を更新するものが対象。
● 宅配ボックス…5千円（200件）
6月2日（月）から受け付け開始
● ZEH（ゼッチ）…15万円（80件）	 ● 太陽光発電設備（蓄電池併設型）…8万円（220件）
● 蓄電池（FIT終了世帯対象）…8万円（70件）	 ● エネファーム…8万円（35件）
● 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車…10万円（120件）
● エコキュート…4万円（100件）

助成対象者　※以下の全ての要件を満たす方。
１ 本市に住民票がある方
２ �がんと診断され、その治療に起因する脱毛、乳房の切除等に伴い、ウィッグなどの
用具が必要な方

３ �過去に本市および他の自治体から同様の助成を受けていない方　など

助成額　※�助成額は、購入費の２分の１または上限額２万円のいずれか低い金額。
対象区分 対象となる用具 助成額 上限額

①ウィッグ等 ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子、帽子 購入費の
２分の1 20,000円

②胸部補整具 補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房

〈注意事項〉
・�申請は対象区分ごとにそれぞれ１回限り
で、購入から１年以内に行う必要あり。

・�胸部補整具の中の補整パッド（シリコン製
以外のパッド）や補整下着、専用入浴着は、
令和７年４月１日以降の購入分が対象。

・�医療保険で給付されるものやメンテナンス
用品（ブラシ、シャンプーなど）、送料、修理
費、交通費は対象外。

詳しくは、
こちら
⬇

� （医療対策課　☎096-364-3186）

がん治療を受けている皆さんへ

⬅詳しくは、こちら

（脱炭素戦略課　☎096-328-2355）

どんな消費行動が地球環境にとって良い行動なのか、自身の消
費行動を振り返ったり、考えたり、話し合ったりする機会を作っ
てみませんか。そして、地球環境に配慮したグリーン志向の消費
行動をみんなで始めてみませんか。

出前講座を受講した中学生および高校生が作成した「若者
に訴求する消費者啓発やトラブルに遭わないための注意を呼
びかける標語」の一部をご紹介します。
☆おかしいな　少しの違和感　見逃すな　山口 綾乃
☆怖がるな　早めの相談　勇気持て　　　川口 夢礼

若者消費者啓発標語

・5月の消費者月間啓発展示
期間　5月1日（木）～30日（金）
場所　市役所本庁舎1階ロビー
内容　ポスター掲示、チラシ・冊子の配布

・中高生消費者啓発標語ポスター掲示
�中高生が作成した消費者教育を推進する標語をポスター化し、5月
の消費者月間中に市庁舎1階や区役所などに掲示します。

「グリーン志向の消費行動」とは
環境に配慮された商品・サービスを理解し、意識的に選好するな
どの行動のこと。マイバッグ・マイボトルの利用や省エネ製品を
買うこと、公共交通機関を利用すること、シェアリングサービス
を使うことなどが該当します。

消費者センターマスコット
キャラクター　ショータくん

⬅詳しくは、こちら

アピアランスケア推進事業・はじめよう！デコ活・5月は消費者月間 ◎ 2025.5 5

5月は消費者月間！
地球を救うため、消費者にできること


